
塩山体育館使用注意事項 
 

１ 許可証は、使用当日の利用前に必ず受付まで提出してください。 

２ 使用時間は厳守してください。使用時間には、準備及び整理、清掃の時間

も含まれます。 

３ 体育館内は原則として、土足厳禁です。必ず室内用シューズを使用してく

ださい。 

４ 体育館内での松ヤニ使用は、禁止いたします。 

５ 体育館内は火気厳禁です。許可なく暖房器具等を持ち込まないでください。 

６ 体育施設の許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸することはできませ

ん。 

７ 原則として、競技場内で飲食はできません。（但し、水分補給のためにス

ポーツドリンク等を飲むことは可能です。） 

８ 体育館内での喫煙、酒類の飲用は禁止です。 

９ 利用時に発生したゴミは、各自で必ずお持ち帰りください。 

10 ペットを同伴してのご利用はお断りいたします。（但し、介助犬について

は、受付にお問い合わせください。） 

11 既納の利用料金は、原則としてお返ししません。 

12 施設に損害を与えたときは、必ず申し出るとともに、相当額の損害賠償を

していただきますので、ご注意ください。 

13 敷地内における盗難に関しては一切の責任を負いかねますので、各人で管

理を徹底してください。 

14 利用時に使用した器具等は必ず元の位置に戻し、整理整頓してください。 

また、使用した競技場、更衣室等は必ず清掃を行ってください。 

15 忘れ物を発見した際は、30日間保管いたしますが、同期間内に所有者から

連絡がない場合、処分させていただきます。 

 

上記注意事項を守れない場合は、直ちに利用を停止させていただきます。また、

今後の利用を受け付けないこともあります。 
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